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国保・年金だより
国民健康保険の脱退手続がインターネットでもできます

問　町民課　国保年金係　☎７６７-２340

新年度になったら「学生納付特例制度」の申請が改めて必要になります

　国民健康保険に関する各種手続については、原則として窓口にて手続きを行っていただいておりま
すが、以下の手続については役場窓口に来庁することなくインターネットでも手続きできます。

　詳しくは町ホームページをご覧いただくか担当までお問い合わせください。

　20歳を過ぎると学生も国民年金に加入する必要がありますが、学生は、申請により保険料の納付が
猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
　申請は、年度ごとに行う必要がありますので、令和8年度の申請を忘れずに行ってください。
　なお、令和7年度に学生納付特例に該当していた方のうち、令和8年度も引き続き同じ学校に在学
予定としていた方には、日本年金機構から申請書（ハガキ形式）が送付されます。申請書は、4月中に
提出してください。

【インターネットで可能な手続き】
●国民健康保険からの脱退手続き（新しい保険に加入したことに伴う国保脱退の場合のみ手続可能
です。転出、死亡等の場合は役場窓口で手続きが必要になります）

●手続に必要なもの
　　マイナンバーカードまたは個人番号が確認できるもの、学生証（コピー可）または在学証明書
　※保護者の方が手続をする場合は、窓口に来庁する方の本人確認書類（運転免許証等）を持参して
ください。

●学生納付特例制度が承認されると
　　保険料の納付が猶予され、10年の間に後払い（追納）ができるようになります。
　　承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に納付するときは、経過期間に応じて、
当時の保険料に加算額が上乗せされます。
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